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■主たる事業等

⑴　市民向け出前講座等の実施  ［保健福祉局］
　出前講座や食品衛生講習会等を実施し、食品衛生に関する施策や食の安全に関する最新の知

見・話題等について市民にわかりやすく説明することで、食の安全確保への意識向上を図ります。

⑵　消費生活講座等の実施  ［市民まちづくり局］
　消費者教育の一環として、子どもから大人までを対象とした消費生活講座、体験テスト講座

を開催し、食品の簡易な実験などを体験しながら、商品選択の確かな目を養うなど、消費生

活知識の習得を図ります。

⑶　子ども向け食中毒予防啓発の実施

　　［保健福祉局、子ども未来局、教育委員会］
　食中毒や感染症を予防するための適切な手洗いを幼少期から習慣

づけるため、保育所等と連携し、幼児から小学校低学年向け札幌市オ

リジナルソング「しろくま忍者の手あらいソング」を活用した「手洗い

教室」を実施するなど、正しい手洗い方法の普及啓発を図ります。

　また、小学校中学年から中学生を対象にした新たな教材の作成

を検討し、引き続き食中毒予防を啓発します。

⑷　子ども向け体験学習会の開催  ［保健福祉局］
　次世代を担う子どもたちに、手洗い教室等

の体験学習を行い、食の安全について興味、

関心を持ち、正しい知識を身に付けるきっか

けを提供します。

　また、食品衛生監視員の仕事を模擬体験し

てもらう「子ども食品Gメン体験事業」など

を実施し、子どもたちに食の安全確保に対す

る事業者や札幌市の取組を学んでもらうこと

で、食の安全についての理解を一層深めても

らいます。

⑸　給食時における学習  ［子ども未来局、教育委員会］
　保育所では、給食を食べる前の手洗いやクッキング（調理）体験などの食育を通して、食品

衛生について学習します。また、所管部局が定期的に保育所に発信する「食のウオッチング」、

保育所等で発行する「給食だより」、保育所や子育て支援センターの食育講座等を活用して、

食品の安全に関する情報を発信します。

　また、学校では、給食の時間などに食品の衛生的な取扱いについて学習したり、給食だより

を活用した情報発信を行います。

⑹　○学生との連携による事業の実施  ［保健福祉局］
　札幌市では地域における食育推進のためボランティアを養成しており、このボランティア

のうち、大学生や専門学校生などの学生を活用して事業を実施することにより、食の安全に

関して考えるきっかけを作り、認識を深める機会を提供します。

　また、普及啓発品を学生と協働で検討するなど、学生との連携を積極的に働きかけます。

基本施策 4　食品等の安全性に関する学習

施策の展開１ 学習する機会の提供

　市民は安全・安心な食生活を送るために、食品供給の単なる受け手ではなく、食品の衛生的

な取扱いや、食品を選択するうえで必要な表示の知識を習得したり、自主的に学習し、理解を深

める役割が求められています。また、食品購入や消費行動を通じて、自ら選択する意思を表明

し、時には社会を変える大きな影響力を持っています。

　札幌市は食の安全・安心の確保に関して、情報提供だけではなく、子どもから大人までの市

民が参加・体験しながら学習できる機会を積極的に作ります。

　さらに、食の安全・安心の確保に係る施策に自主的に参加・協力できるよう啓発します。

◎：新規事業　○：強化事業	

施策の展開２ 食育の推進

　社会経済状況の変化や価値観の多様化等を背景に、食環境が変化しています。次の世代を担

う子どもたちが「食」への感謝の心を持ち、健やかで豊かな食生活を送れるように、食事と健

康、食中毒予防などに関する正しい知識を身に付け、子どもから高齢者まで「食」を大切にする

心を育み、家庭、地域などで、食育を進めていきます。
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■主たる事業等

⑴　さっぽろ食スタイル推進事業  ［保健福祉局］
　北海道の食材を使用した栄養バランスの良い北海

道型食生活に、環境に配慮した食生活を取り入れた

「さっぽろ食スタイル」を提案し、レシピの配布、パネ

ル展、料理教室などで普及啓発します。

⑵　食生活改善推進員養成講座  ［保健福祉局］
　食生活を通して健康づくりの輪を広げるボランティ

アとなる人材を育成する食生活改善推進員養成講座を

開催します。養成講座では、食事と健康・食中毒予防

など、地域活動に必要な知識・技術習得を目指します。

⑶　離乳期講習会、親子料理教室  ［保健福祉局］
　離乳期講習会を開催し、本人やその家族の望ましい食生活及び食の安全・安心についての

知識とそれを実践する技術の習得を促します。

　また、親子料理教室においては食生活改善推進員等のボランティアと連携し、健全な食生

活や食の安全について普及啓発します。

⑷　さっぽろ学校給食フードリサイクル  ［教育委員会］
　学校における食育・環境教育の一環として、給食調理の過程で出る調理くずや残食を堆肥

化し、生産者がその堆肥を利用して作物を栽培し、その作物を給食の食材に利用するフード

リサイクルの取組を継続します。

　また、リサイクル堆肥を活用し、教材園等で栽培、収穫体験活動に取り組みます。

⑸　保育所等における食育講座  ［子ども未来局］
　保育所や子育て支援センター等において食育講座を開催し、離乳のすすめ方や望ましい食

生活等について啓発や支援を行います。また、健康増進や「さっぽろ食スタイル」推進に係る

レシピの配布等、情報発信を行います。

施策の展開３

施策の展開４

人材の育成

市民の自発的取組の促進

■主たる事業等

⑴　○食の安全・安心モニター制度  ［保健福祉局］
　市民自らがモニターとして、日常の買い

物等において食品の表示や施設の衛生管

理状況等について調査を行う「さっぽろ食

の安全・安心モニター制度」を引き続き

実施します。市民目線で気付いた情報や意

見を、必要に応じて事業者へ還元したり、

札幌市の施策に反映します。

⑵　食生活改善推進員養成講座  ［保健福祉局］（再掲）
　食を通じた健康づくりのボランティアとなる人材を育成する食生活改善推進員養成講座を

開催します。養成講座では、食事と健康・食中毒予防など、地域活動に必要な知識・技術習

得を目指します。

■主たる事業等

⑴　学習意欲を高める仕組みづくり  ［保健福祉局］
　イベント等を市民スタッフとともに開催したり、モニター制度を活用した勉強会や、市民が

取り組みたくなる企画を事業者から募集して共催するなど、市民が気軽に参加しながら知識

を得て、主体的な行動につながるような学習意欲を高める仕組みづくりを進めます。

⑵　ボランティアとの連携  ［保健福祉局］
　地域における食育推進ボランティアである食生活改善推進員と連携し、親子料理教室等を開

催し、子どもから高齢者まで、健全な食生活を実践することのできる食育活動に取り組みます。
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